
   津市消防職員の隔日勤務に関する規程 

 

平成１８年１月１日消防本部訓第１７号  

 

 改正 平成２０年６月３０日消防本部訓第１号 

    平成２１年３月３０日消防本部訓第２号 

    令和３年２月２５日消防本部訓第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、津市消防職員のうち隔日に勤務する職員（以下「隔日勤

務者」という。）の勤務時間帯について、津市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成１８年津市条例第３４号。以下「条例」という。）及び津市

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成１８年津市規則第２２号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （勤務時間） 

第２条 隔日勤務者の勤務時間は、午前８時３０分から翌日の午前８時３０分

までの間において休憩時間及び睡眠時間を除き、１５時間３０分（以下「１

勤務」という。）とし、４週間につき１週間当たり３８時間４５分を超えな

い範囲内とする。 

 （休憩時間） 

第３条 隔日勤務者の休憩時間は、次のとおりとする。 

 ⑴ 正午から午後１時まで 

 ⑵ 午後５時１５分から午後６時１５分まで 

 ⑶ 午後９時から午後１０時まで又は午前５時から午前６時まで 

 （睡眠時間） 

第４条 隔日勤務者の睡眠時間は、５時間３０分とし、午後８時から翌日の午

前８時までの間において所属長が指定する。 

 （週休日） 

第５条 隔日勤務者の週休日（条例第３条第１項に規定する週休日をいう。）

の指定は、所属長が行う。 

 （時間外勤務等） 

第６条 所属長は、緊急又は臨時に勤務を必要と認める場合は、隔日勤務者に

対して勤務時間外に勤務を命じ、又はその勤務時間等を変更することができ



る。 

   附 則 

 この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年６月３０日消防本部訓第１号） 

 この訓は、平成２０年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月３０日消防本部訓第２号） 

 この訓は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年２月２５日消防本部訓第２号） 

この訓は、令和３年４月１日から施行する。 


